
マンション管理支援事業

御相談をご希望の方は下記へお問い合わせください。

前橋市紅雲町1丁目7-12
TEL 027-224-1881 音声ガイダンス2番
お電話の受付は平日の8：30～17：15になります。

群馬県住宅供給公社
事業部事業推進課

■費用は税込みになります。
2023年2月1日 現在

マンション管理組合支援のご案内
マンションの管理の適正化の推進に関する法律（マンション管理適正

化法）が令和2年6月24日に改正され、公社が（一定条件のもと）マン
ション管理業務を行えることが明文化されました。群馬県住宅供給公社
では、昨年度に引き続き令和4年度も国土交通省の補助事業への申請が採
択され、県内マンションの実態調査を行っています。
マンションの管理の主体は組合員によって構成される管理組合です。

所有されているマンションで、管理組合の運営等についてお悩みがござ
いましたら群馬県住宅供給公社が管理組合様のお手伝いをさせていただ
きます。お気軽にご相談ください。

支援メニューについて（一例）

管理組合の運営支援業務
・対面による相談
・1回2時間以内 2回目まで無料
・3回目以降（2時間以内）から有料

12,100円/回

管理組合の会計業務
・収支決算案の素案の作成
・収支状況の報告
・管理戸数100戸～200戸程度のマンション

110,000円/月

修繕計画立案
・長期修繕計画の作成（設計図書、積算資料、工事写真が
ある場合）
・報告書作成
・外壁赤外線調査、給水管等内視鏡検査等は別途費用が必要

385,000円～/回

修繕計画の見直し
・5年以内に作成された長期修繕計画の見直し
・簡易建物診断足場設けず外観目視、打診、触診調査
・報告書の作成
・外壁赤外線調査、給水管等内視鏡検査等は別途費用が必要

275,000円～/回


